
「保険法」施行についてのお知らせ 

２０１０年４月１日より、「保険法」が施行されます。 
「保険法」とは、保険契約に関する一般的なルールについて定めた法律です。２０１０年４月に「保
険法」が施行されますので、その概要をお知らせいたします。 

 
 
 

保険契約に関する基本的なルールは、これまで商法の中に規定されていましたが、明治３２年の商
法制定後、実質的な改正が行われておらず、表記がカタカナ・文語体のままでした。
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Ⅰ．当該制度に関連する「保険法」の概要 

そこで、社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、商法から独立した「保険法」
が制定され、２０１０年４月１日に施行されることになりました。    

「保険法」の概要    
1. 傷害疾病定額保険（医療保険やがん保険等が該当）に関する規定を新設 
2. 保険契約者・被保険者・保険金受取人を保護する規定を整備 

年金・一時金等の支払時期についての規定を新設 
      3. モラルリスク防止のための規定を新設 
           重大事由（詐欺等）があった場合、保険会社が保険契約を解除できる規定を新設 

  

 
 
 
 
 「保険法」は、施行日（２０１０年４月１日）以降に締結される保険契約に適用されます。
なお、現在ご加入いただいている保険契約の保険料、お支払内容等に変更はありません。
従って、当該制度に関しましては２０１０年４月１日より全ての契約が対象となります。
 
 
1. 年金・一時金等の支払時期
2. 重大事由による解除 
 
 
 

Ⅱ．ご加入いただいている保険契約への影響 

  

 
 
 
 
 

Ⅲ．保険法の施行に伴なうご契約について

保険法の施行に伴なうご契約の主なポイントは、以下のとおりです。
 

 
1．【年金・一時金等の支払時期】 

適用開始日：  ２０１０年４月１日以後に年金・一時金等の支払事由が発生した
  場合等に適用します。  

●年金・一時金をお支払いするにあたり、お客様からご請求いただいた後に、医療機関等へ
確認や照会を行ない、支払事由に該当しているかどうかの確認等を行う場合があります。年金
・一時金等のお支払期限については、商法に規定がなかったため、従来の約款では、この確認

  等を要する場合の具体的な記載が明記されていませんでした。 
●今回の「保険法」で、年金・一時金等のお支払期限に関する規定が新設されたことを受け、確
  認等が必要な場合のお支払期限について、約款において、以下のとおり規定しています。規定
  した期限を経過して年金・一時金等をお支払いする場合には、遅延利息を付けてお支払いしま
  す。 
 
（1）年金・一時金等のご請求があった場合、原則として、請求書類が保険会社に到着した日

 の翌日から起算して５営業日以内にお支払いします。 
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        （2）ただし、保険会社が年金・一時金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合 

             には、支払期限が次の通り延長されます。  

 

  年金・一時金等をお支払いするために、事実確認が必要な場合 支払期限 

① 

 
・お支払事由の発生の有無の確認が必要な場合  

・重大事由、詐欺などに該当する可能性がある場合  

・被保険者の死亡に受取人の故意による可能性がある場合 

 

請求書類が保険

会社に到着した

日の翌日から起

算して４５日以

                                                                   内 

  ② 

上記①の確認を行うために、特別な照会や調査が不可欠な場合 

・ 弁護士法にもとづく照会、その他の法令にもとづく照会  

・ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的

な特別の調査、分析または鑑定  

・ 警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会  

・ 日本国外における調査  

請求書類が保険

会社に到着した

日の翌日から起

算して１８０日

                                                                     以内  

          (注)特定退職金共済と経営者年金共済・積立金共済では、遅延利息のお取扱いが異なります。
 

     ２．【重大事由による解除】 

    適用開始日：２０１０年４月１日以後に適用します。 

        ●保険契約者・被保険者・保険金受取人が故意に保険事故を起こしたり、保険事故を装って不正に 

          年金・一時金等を請求した場合など、保険契約者等と保険会社との間の信頼関係が損なわれ、保険 

          契約継続することが困難な場合、保険会社は保険契約またはその被保険者に関する部分を解除でき 

          る制度が「保険法」に新設されました。

 
 

          なお、ご不明な点がございましたら、全共済までお問い合わせください。  




